


 

 

 

 

 

 

芦屋市民憲章 

 

 

わたくしたち芦屋市民は、国際文化住宅都市の市民である誇りをもって、

わたくしたちの芦屋をより美しく明るく豊かにするために、市民の守るべき

規範として、ここに憲章を定めます。 

この憲章は、わたくしたち市民のひとりひとりが、その本分を守り、他人

に迷惑をかけないという自覚に立って互いに反省し、各自が行動を規律しよ

うとするものであります。 

 

１ わたくしたち芦屋市民は、文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。 

１ わたくしたち芦屋市民は、自然の風物を愛し，まちを緑と花でつつみ 

ましょう。  

１ わたくしたち芦屋市民は、青少年の夢と希望をすこやかに育てましょう。 

１ わたくしたち芦屋市民は、健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。 

１ わたくしたち芦屋市民は、災害や公害のない清潔で安全なまちにしま 

しょう。 

 

 

 

 



はじめに 

本市では，子ども・若者育成支援推進法に基づき，平成２５年３

月に，社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者への支

援を推進するため，芦屋市次世代育成支援対策推進行動計画の別冊，

子ども・若者育成支援編として計画を策定いたしました。 

この計画期間が終了するにあたり，このたび本年４月からの新た

な芦屋市子ども・若者計画を策定するものでございます。これまで

の取り組みとしましては，平成２５年１０月に体育館・青少年セン

ターに若者相談センター「アサガオ」をオープンいたしました。 

今後も引き続き，ひきこもりやニートなど，困難を有する子ども・

若者への支援を若者相談センター「アサガオ」を中心に行っていくとともに，新計画の基

本理念である「人とつながり，自分らしさを見つけて，自立にむかう」を実現するために，

家庭・地域・行政が連携・協働して取り組みを進めていくことを目指しております。 

次代の担い手である，子ども・若者の健全育成への支援は，本人や家族にとってはもちろ

んのこと，本市においても将来に関わる重要な取り組みと認識しており，それらへの支援に

おいては，行政と市民との両輪での支えが必要不可欠と考えております。つきましては，今

後も市民の皆さまのより一層のご理解とご協力をお願い申し上げるものでございます。 

最後に，この計画の策定に取り組んでいただきました本市青少年問題協議会の委員の

皆さまをはじめ，この計画に貴重なご意見をお寄せいただきました各関係団体，市民の

皆さまに心から感謝申し上げます。 
 

平成２７年３月 

                           芦屋市長 山中 健 
 
 

将来を担う子ども・若者は芦屋の宝です。子ども・若者が将来に

夢を持ち，経験により学び，自立することは大人の願いです。 

しかしながら，それらを阻害する要因として，いじめ，児童虐待，

有害情報の氾濫，貧困などが，子ども・若者が育ちゆく社会を非常

に厳しくしています。 

このたびの芦屋市子ども・若者計画では，これらへの取り組みを

進めるとともに，さまざまな要因によるひきこもりやニートなど，

社会生活を円滑に営む上で，困難を有する子ども・若者を家庭・地

域・学校・行政・ＮＰＯ等が枠組みを越えて連携し，発見，から自

立に至るまで切れ目なく社会全体で支えることを目指しております。教育委員会といた

しましては，子ども・若者の健全育成のための支援は，即ち，社会の礎を築くこととの

認識を持ち，この計画の推進に取り組んでいく所存でございます。 

最後に，この計画策定にあたり，貴重なご意見をいただきました本市青少年問題協議

会委員各位，各種団体の関係者，市民の方々に心からお礼申し上げ，あわせて，今後の

子ども・若者支援にあたりまして，皆様の一層のご協力を賜りますようにお願い申し上

げます。 
 

平成２７年３月 

                        芦屋市教育長 福岡 憲助 
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